
人
権
擁
護
委
員
が

替
わ
り
ま
し
た

平
戊
18
年
10
月
よ
り
6

年
間
人
権
擁
護
委
員
と
し

て
ご
活
躍
い
た
だ
き
ま
し

た
荒
井
秀
幾
さ
ん
が
9
月

30
日
を
も
っ
て
退
任
さ
れ

ま
し
た
。

後
任
に
は
、
10
月
1
月

付
け
で
法
務
大
臣
よ
り
、

新
た
に
野
上
一
夫
さ
ん
が

人
権
擁
護
委
員
に
委
嘱
さ

れ
、
10
月
16
日
法
務
局
に

於
い
て
伝
達
式
が
行
わ
れ

ま
し
た
。

人
権
に
関
す
る
事
や
、

困
り
ご
と
な
ど
身
近
な
問

題
で
悩
ん
で
い
る
方
は
、

お
気
軽
に
ご
相
談
く
だ
さ

い
。

野
上

一
夫
さ
ん

荒
井
秀
幾
さ
ん
に

法
務
大
臣
か
ら

感
謝
状

平
成
18
年
10
月
よ
り
人

権
擁
護
委
員
と
し
て
ご
活

躍
い
た
だ
き
ま
し
た
荒
井

秀
幾
さ
ん
が
、
こ
の
た
び
、

人
権
擁
護
活
動
の
功
績
に

よ
り
法
務
大
臣
よ
り
感
謝

状
を
授
与
さ
れ
ま
し
た
。

荒
井
さ
ん
に
は
6
年
間

に
わ
た
り
人
権
を
守
る
た

め
の
啓
発
活
動
や
、
住
民

の
身
近
な
相
談
者
と
し
て
、

住
民
の
方
々
か
ら
の
相
談

や
様
々
な
問
題
解
決
に
ご

尽
力
い
た
だ
き
ま
し
た
。

今
後
と
も
健
康
に
留
意

さ
れ
、
ひ
き
続
き
ご
指
導

い
た
だ
け
た
ら
と
思
い
ま

す
。

第
2
回
高
山
村
の

｢未
来
に
残
し
た
い

写
真
｣コ
ン
テ
ス
ト

作
品
募
集
中

b ob け

　 　　　て.公
高
山
村
で
は
昨
年
に
引
き
続

き
、
フ
ォ
ト
コ
ン
テ
ス
ト
の
作

品
を
募
集
し
て
い
ま
す
。
あ
な

た
が

｢未
来
に
残
し
た
い
｣
と

思
う
村
の
風
景
や
行
事
、
大
切

な
人
や
も
の
を
撮
っ
て
お
気
軽

に
ご
応
募
く
だ
さ
い
。

今
年
は
一
般
の
部
に
加
え
、

ジ
ュ
ニ
ア
の
都

合
同
校
生
以
下
)

を
設
け
ま
し
た
。
ご
家
族
そ
ろ

っ
て
楽
し
く
写
真
を
撮
っ
て
み

て
く
だ
さ
い
。

昨
年
の
入
賞
作
品
、募
集
要
項
、

応
募
票
は
こ
ち
ら
か
ら
。

　
　　
　
　
　
　
　
　
　　
　
　
　
　
　
　
　

囚
こ
コ
B
p
き
＼
き
け
＼o
の
ご
弓
ゅ
の①＼

b
ゴ
0
[0
0
0
コ
[①
の[N
O
｣Nぶ
ち
)○
靖

善
意
の
お
気
持
ち
に
感

謝
い
た
し
ま
す
。

去
る
9
月
19
日

(水
)
東
西
屋
内
ゲ

ー
ト
ボ
ー
ル
場
に
於
い
て
、
チ
ャ
リ
テ

ィ
ー
ゲ
ー
ト
ボ
ー
ル
大
会
が
開
催
さ
れ

ま
し
た
。

大
会
に
ご
参
加
さ
れ
た
皆
様
よ
り
尊

い
寄
付
金
が
寄
せ
ら
れ
ま
し
た
。

福
祉
に
対
す
る
あ
た
た
か
い
善
意
の

お
気
持
ち
に
感
謝
申
し
あ
げ
、
地
域
福
祉

活
動
事
業
に
有
効
に
使
わ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

○
募
金
額

4
1
,
0
0
1
円

ご
厚
志
に
心
か
ら

感
謝
を
申
し
上
げ
ま
す

先
月
、
高
山
村
の
関
田
ご
出
身
で
、

現
在
は
桐
生
市
在
住
の

｢橇
守

ひ
さ
い

(旧
姓
…都
筑
)

様
｣
か
ら
･
｢姉
が
生

前
高
山
村
に
大
変
お
世
話
に
な
っ
た
お

礼
で
す
。｣
と
し
て
、
吉
岡
山
村
の
人
材
育

成
｣
や

｢村
民
の
ス
ポ
ー
ツ
振
興
と
健

康
増
進
｣
に
役
立
て
て
い
た
だ
き
た
い

と

｢上
州
高
山
ふ
る
さ
と
基
金
｣
に

10
万
円
の
ご
寄
付
を
い
た
だ
き
ま
し
た
。

ご
寄
付
を
い
た
だ
い
た
お
金
は
大
切

に
活
用
さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
と
と
も

に
、
心
か
ら
感
謝
を
申
し
上
げ
ご
紹
介

さ
せ
て
い
た
だ
き
ま
す
。

赤
十
字
活
動
資
金

へ
の
ご
協
力

あ
り
が
と
う
ご
ざ

い
ま
し
た

日
本
赤
十
字
社
高
田
分
区

で
は
、
毎
年
、
行
政
区
を
通

じ
て
日
本
赤
十
字
社
へ
の
社

費
の
募
集
を
行
っ
て
お
り
ま

す
。平

成
24
年
度
は
、
皆
様
の

ご
協
力
に
よ
り

5
3
8
,
0

0
0
円
集
ま
り
ま
し
た
。

ご
協
力
に
心
よ
り
感
謝
申

し
上
げ
ま
す
。

こ
の
資
金
は
、
国
内
外
の

災
害
救
援
活
動
、
復
興
支
援

を
は
じ
め
、
献
血
事
業
.
救

急
法
等
講
習
会
の
開
催
な
ど

様
々
な
人
道
的
活
動
に
役
立

て
ら
れ
ま
す
。

今
後
と
も
赤
十
字
活
動
に

ご
理
解
、
ご
協
力
を
い
た
だ

き
ま
す
よ
う
お
願
い
申
し
上

げ
ま
す
。

日
本
赤
十
字
社
高
山
分
区

(住
民
課
)

◆ 平成24年 = 月 1日
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灯-

福
祉
に
対
す
る
あ
た
た
か
い
善
意
の
お
気
持
ち
に
感
謝
申

し
あ
げ
、
地
域
福
祉
活
動
事
業
に
有
効
に
使
わ
せ
て
い
た
だ

き
ま
す
。
あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た
。

○
募
金
額

3
9
,
0
0
0
円

上
毛
ゴ
ル
フ
場
に
於
い
て
、
高
山
村
シ
ル
バ
ー
ゴ
ル
フ
ク
ラ

ブ
の
チ
ャ
リ
テ
ィ
ー
ゴ
ル
フ
大
会
が
開
催
さ
れ
ま
し
た
。

大
会
に
ご
参
加
さ
れ
た
皆
様
よ
り
尊
い
寄
付
金
が
寄
せ
ら

し れ
あ 福 ま 大
げ 祉 し 会
、 こ た に

去
る
噂
自
選
□

(木
)

　　
　　　
　　　
　　

ラ ブ

善
意
の
お
気
持
ち

あ
り
が
と
う
ご
ざ
い
ま
し
た

い
の
ち
を
救
う
愛
の
献
血
に

ご
協
力
く
だ
さ
い
!

日
時

平
成
熟
年
n
月
20
日
(火
)

　 　 　　　　
14

力 の

　　　　　　　　
　　　 　　　 　

　
　

高
山
運
輸
倉
庫
(株
)

･
本
人
確
認
を
実
施
し
て
い
ま

き
る
書
類
の
提
示
を
お
願

･
全
血
献
血
に
ご
協
力
を
お
願

･
風
邪
薬
等
を
服
用
し
て
い
る

方
は
、
献
血
で
き
な
い
こ
と

が
あ
り
ま
す
の
で
ご
注
意
下

力 を を
を お 証
お 願 明
願 い で

献
血
の
お
知
ら
せ

容 に

一 - - - "

児童虐梼の建議憊 @ ◎ ･

児童虐待とは、

三ね瀞 可 殴る、蹴る、郷弱鐸等と亥激しく揺さぶる、やけどを負わせる、溺れさせるなど　　　　　　　
　　 　　

¥‐詳淵た 子ども^~の肌性的行為、性的行潟を見せる、ポルノグラフィの被写体にするなど薑璽、
翼圓 家に閉じ濁る衾事務ぇなし、ひどく磚にする追頭の中には置する･

　 　　　
,彫蓼湖 , 量い絲になっても病院磁軟て坪与舩nないなど

且醇霊園霊遡 畿による脅し鎌視きめだし濶で鰯り幟い･転::‐↓ 子どもの目の前で家族に対して暴力をふるう(隊スティック･バイオ比ンス:Dのはど

　 　　 　 　　 　 　　 　

赤翳やんを激しく揺避鯨鰯窓い超
赤ちゃんがなにをやって老泣きやまないと、イライラしてしまうことば
誰にでも起こり得ます。しかし、泣きやまないかうといって、激しく拙さ
斎6ないでください。赤ちゃんや小さな子どもが激しく攝き斎られたり、
顕を叩かれたりするような大きな姉撃を与えられると、見た副こはわかり
にくいですが、頭鯛侍翻弱に振幅を受け,曰し旧蹟蝉残っ化り、命を落と
すことも参ります。どうしても泣きやまない時は、赤ちゃんを安全は所に
寝かせて,その堀を少しの間でも離れ、ま誹自分をリラックスさせましょう。

　　　　　　　　　　

三掘薑虐鞠;社会全体で解決#精問題幟 ,
11月は児童虐待防止搬逕月間で訪

悩んだときには、児--鴉副円帆め市費F韓の辯口に涎翳してくれ霞きい。
囮圃曰囮國囮曰口国田口曰曰

@ 0570‐064■000團
都住まいの地閨の児■鰓艶榊こ鷺露をおりな差し宗蜥･ ぐ観A“箋連作叱れ艀燧+禰斡代跨る8つき創製̂･
淺結燧匿名な行うことも可能で鵜窩碆響や･富内盡に用す窓秘覇は守られ誤髭

　
、増

オレンジリボンには
子ども虐待を防l士するという
メッセージが込められています。

鬮

『 ･･出 国 .脳
-

岬 . r王 圓J.岳■.
■■◆

児童彌瓢全国共通ダイヤル)や市町村の窓口へ鯛曙･相談く姥きい。

◆ 平成24年門 川 日

12月 24月 (月 )、 恋人の聖地 ･ロックハート城において ｢L o ck コン｣ が開催されます。
このイベントは、 クリスマスイ ブにロマンティックな運命の出会いがあるようにと、 ぐんま赤い糸プロジェク

トの一環でJR S ウエディングリゾーツが主催、 高山村社会福祉協議会が協賛し県内全域の男女に呼びかけ開催さ

れます。 ‐

詳細は下記のとおりですので、 運命の出会いやご結婚に興味のある方はぜひ “,

ご参加ください。

※高山村に住所がある方は、 参加費の半
額を補助いたします。 申請につきまし
ては、 社会福祉協議会 (台6 3‐2 0 7 5 )
までご連絡ください。

●お問い合わせ連絡先
ロックハートウエディング

管0 2 7 9‐6 3‐2 0 6 2

〇 日

; ※2学期から申し込み場所が変わりますので、ご確認ください。

: ※事前に食材の準備をする都合上、 欠席すると代わり
･ の方の出席をお願いするか代金をいただくことにな

りますがよろしくお願い致します。

　

.･･.･･.･･.･･.･･.･･.･････

L O C K コ ン 開 催 !!

日 時 :平成24年 12月24日 (月)
1 4 3 0 ~ 受付 ･ 1 5 :0 0 スタート

場 所 :恋人の聖地 ･ロックハート城

募 集 :男性50名 ･女性50名 (先着順)
参加費 :男性5 ,0 0 0円 ･女性3 ,0 0 0円

(入場料 ･料理、 ドリンク代込)

時 平成24年日月2 2日 (木)
12時からす時
高山小学校 軍皆 会議室
26 0円 (当日集金します)
高山給食センタ-
電話 (63‐28 11)でお申し込みください。

; ○ 場 所
!○費 用
! ○ 申し込み
:

1 1月 15日 (木) まで
※先着20名とさせていただきます。

予定献立

0 締め切り

学校給食を食べてみませんか
く~ ＼

選
を食べながら 考えましょう 語り合いましょず ＼

)子どもたちの食と健康を ! 学校と家庭そして地域で !

1時から2 時まで『校長室開放』を実施していますの
で、お気軽にお出かけください。

･こめつこパン

･カラフルエッグ

･オータムシチュー

･牛乳

･ナッツサラダ

11月の試食会は、 主食に群馬県
産の米粉を使ったこめつこパン、 主
菜には赤 ･緑 ･黄色が鮮やかなカラ
フルエッグ、 副菜にはピーナッツ ･
アーモンドといったナッツが入って
歯ごたえのあるナッツサラダ、 汁物
にはさつまいもやくりなど、 季節の
食べ物がたくさん入ったオータムシ
チューです。
どなたでもお気軽にご参加下さい。

広報鴇も･藤次◎

T im e T a b le

↑4 3 0 受付開始

15 :0 0 イベント開始

1 5 :10 紋れ トークタイム

16 :10 第 - 印象カード

16 :15 立食ビュッフェにて

フリータイム

17 :2 5 カップリング ･カード

･7 3 5 クリスマス抽選会

17 :5 0 カップル発表

18 :0 0 イベント終了
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見
舞
金
の
支
給
を
受
け
る
こ

と
;
“
き
る
7
ま
、
12
-
1

で住者現と 癩 桴讓鶏凄 構 罐鬘褻
　　　　　　　 　蔵 本 て 方 支 給 実

ご
家
族
の
福
祉
の
増
進
を
図
る

こ
と
を
目
的
に
、
高
山
村
特
定

疾
患
等
患
者
見
舞
金
支
給
要
綱

を
制
定
し
て
い
ま
す
。

■
見
舞
金
を
受
給
で
き
る
方

･
群
馬
県
が
実
施
す
る
小
児
慢

性
特
定
疾
患
医
療
の
給
付
を

給
付
を
受
け
て
い
る
方

記 、 い る
蔵 本 て 方
さ 対 患 は
れるナ 者 、

て zは 又 12
い 圧 は 月
る ザ 保 1
方 て 護 日

因 実 る
子 施 万
障 す
害 る
医 先
療 天
の 性

　　　　 　
　　　　　

　　
　　

療 県
の が
給 実
付 施

給 すを す
で 。

受 る
きけ 時

穣 秀

) 特
の 定
方 疾
と 憲
そ の
の 憲

難
病
患
者
の
方
に
見
舞
金
支
給

6 *
4 容 高 間容

6
3
-
2
1
1
1

(内
線

山 い
村 合
役 わ
　　
　
課

民
課
へ
申
請
し
て
く
だ
さ
い

者 申 を た ※
ミ証 請 送 方 昨

を が り に 年
- 持 あ ま は 度
参 り す 、 に
の ま の ご 支
う し で 自 給

。 え た 、宅 決
つ 、ら 今 に 定

　　　　　　
住 給 の 書 け

･
振
込
先
に
な
る
通
帳

印 各 た
鑑 医 だ

療 く

　　
　
者
証

●
役
場
窓
口
に
持
っ
て
き
て
い

申
請
者
へ
通
知
い
た
し
ま
す
。

　　 　 　　　　
　　　 　　　 　　の っ ミ . ･

見
舞
金
の
額
は
、
年
額
3
万

12
月
の
村
長
が
定
め
る

年 の 村 金
12 期 長 の

　　 　 　

u
定 給
め は

金 日 毎
と 年
し 度

　
え た
= と
　　　　
　　　

◆ 平成24年 = 月↑日

福祉医療費制度について
福祉医療費制度は、 子ども ･重度心身障害者 ･高齢重度障害者 ･母子及び父子家庭等の健康管理の向上と福祉の増進を

図る目的で、 これらの方が医療保険等で医療をうけた場合に支払う自己負担分と入院をしたときの食事の自己負担分を高
山村と群馬県で負担する制度です。

◎福祉医療費の受給方法◎
①県内の医療機関等で受診する場合

医療機関受診の際、 保険証と一緒に受給資格者証 (ピン
クのカード) を窓口へ提出してください。 保険診療分の自
己負担の必要はありません。
②県外の医療機関等で受診する場合

病院や薬局の窓口で自己負担分を一旦支払い、 後日領収
書を添えて役場住民課窓口で申請をしてください。
(診療内容等のわかる領収書がない場合は、所定の用紙 (福
祉医療費支給申請書) に医療機関等の診療証明が必要とな
ります)

◎支給対象者◎
高山村に住所があり、 医療保険に加入している方で、 次のいずれかに該当する方です。

種 類 資 格 要 件
子ども 中学卒業までの子ども

重度心身障害者

身体障害者手帳 1 ･ 2 級
障害基礎年金 1級
(障害基礎年金 1級程度の障害で年金を受給できない人を含む)
療育手帳 ｢A ｣ 判定
特別児童扶養手当 1級

高齢重度障害者
(後期高齢者医療保険に加入)

身体障害者手帳 1級 ･ 2 級
障害基礎年金 1級
(障害基礎年金 1級程度の障害で年金を受給できない人を含む)
療育手帳 ｢A ｣ 判定

母子 ･父子家庭等

①配偶者のない女子又は男子で、 18歳未満 (18歳に達した日の属する年度末まで
を含む) の児童を扶養している者とその児童
②1街歳未満 (18歳に達した日の属する年度末までを含む) で父母のない児童
①, ②いずれも前年の所得税が3 万円以下

< 申請に必要なもの>

①領収書 ②印鑑 ③振込u 座のわかるもの (通帳等)
④保険証 ⑤福祉医療費受給資格者証 (ピンクのカード)

◎福祉医療費受給資格者証をお持ちの方へ◎
○氏名、 住所、 加入している医療保険の内容に変更があっ

た時または受給資格に変更が生じた時は、 速やかに役場
住民課窓口へ届出をしてください。

○有効期間が経過した福祉医療費受給資格者証は速やかに
役場住民課窓口へ返還してください。

T r1f o n n a七ずo n

※中学生までの医療費無料化は、 社会全体で子どもの成長
を支えていくための制度です。 医療費無料化はみなさん
の税金でまかなわれています。 この制度を将来にわたり

維持していくためにも、 制度の仕組みや目的などをご理
解のうえ、 適正に受診されるようお願いいたします。

平成24年9月末 住民基本台帳登録人口しらべ 男 ･女別

行政区 男 女 計 世帯数
原 2 3 5 2 2 2 4 5 7 13 2

本 宿 2 3 4 24 6 4 8 0 14 1

新 田 2 7 1 3 0 6 5 7 7 18 3

五 領 14 0 13 7 2 7 7 9 1

判 形 ･ 3 4 7 3 6 7 7 14 2 4 0

役 原 8 6 8 9 17 5 6 6

関 田 12 9 13 4 2 6 3 8 5

戸 室 1 13 12 5 2 3 8 7 2
火の口 64 6 1 12 5 3 7

北之谷 8 6 8 0 16 6 5 3

熊 野 9 3 9 9 19 2 5 8

梅 沢 9 7 10 7 2 0 4 8 2

梅 沢 (バース) 0 1 1

茶屋ケ松 2 8 3 8 6 6 29

老人ホーム 2 1 3 8 5 9 5 9

合 計 1 9 4 5 2 ,0 4 9 3 9 9 4 1 3 2 9

高山村大字中山 篤3 74 1 -4 6 i 2 ,8 3 5 9 5 8

高山村大字尻高 5 7 1 58 8 亀 159 3 7 1

｢群馬こども救急相談 丼8 0 0 0 ｣ をご利用ください
群馬県では、 小児救急医療電話相談を行っています。
お子さんが急病のとき、 すぐに医療機関へ受診した方

が良いかどうかの判断に迷ったときなどに、 専門相談員
(保健師や看護師) が、 受診の必要性や家庭でできる対処
方法などをアドバイスします。
●電話番号

丼8 0 0 0 (携帯電話からも利用できます)
I P 電話 ･ダイヤル同線等をご利用の方は、
0 3‐5 5 2 4‐8 1 3 5 ･へ ※平成27年 9月末まで

●相談日及び時間
月 ~ 土曜u 午後6 時 ~ 翌朝午前 8 時
月曜 ･観月 ･年末年始 午前9 時~ 翌朝午前 8 時

●対 象
15歳未満の子どもの保護者等


